
No. 685/August 2017 57

　目　次

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　発達障害者の就労上の課題

Ⅲ　アスペルガー症候群等の ASD 者に対する具体的就

労支援対策

Ⅳ　考　察

Ⅰ　は じ め に

１　発達障害者の就労の現状

内閣府によると，2016 年現在のわが国の障害
者は，身体障害者 393.7 万人，知的障害者 74.1 万

人，精神障害者 320.1 万人の計 787.9 万人が報告
されている（内閣府 2016）。

一方，文部科学省が 2012 年に全国の小中学校
1164 校（児童生徒数 52272 人）に調査した「通常
の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結
果」によると，6.5％が該当すると報告されてい
る（文部科学省 2012）。この 6.5% を日本の人口に
換算すると約 800 万人が該当することになる。

発達障害者とは「自閉症，アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害（ASD），学習障害（LD），
注意欠陥多動性障害（ADHD）その他これに類す
る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

特集●障害者雇用の変化と法政策・職場の課題

発達障害者の就労上の困難性と
具体的対策
─ASD者を中心に
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本研究は，アスペルガー症候群を中心とする ASD 者の就労上の困難性と具体的対策につ
いてまとめた。発達障害者の中には，読み・書き・計算が不得手な LD，不注意・多動・
衝動性で定義される ADHD，対人関係およびコミュニケーションが苦手で独特のこだわ
りを持つ ASD が挙げられるが，どの障害もいまだ十分に認知されているとはいえない。
そのため，就労の側面でも障害者としての十分な就労支援がなされていない現状である。
中でも ASD 者は，高学歴で知的にも高く，仕事そのものの能力であるハードスキルは十
分に所有していても，職業生活遂行能力と呼ばれるソフトスキルに困難性を抱えている者
が多い。彼らの就労上の課題は，適切なジョブマッチングがなされていないこと，職場の
同僚上司が ASD に対する理解が進んでいないこと，彼らの特性に合った職場の合理的配
慮がなされていないこと，そして就職後のフォローアップが十分でないことなどが報告さ
れている。よって，ASD 者の就労支援者は，従来の伝統的な職業リハビリテーションサー
ビスでは限界があるため，ASD 者に特化した職業リハビリテーションサービスが必要で
ある。具体的には，職業カウンセリングの段階では自己理解を促すためのチェックシート
によるカウンセリング。職業アセスメントでは，実際の企業現場における実習でのソフト
スキルのアセスメントとそれに伴う合理的配慮と適職マッチング。就職する企業における
オンザジョブトレーニングと同僚上司に対する ASD の理解啓発。最後に，就職後の職場
定着を図るための ASD チェックリストによるフォローアップ支援などが必要であるとま
とめられた。
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おいて発現するものとして政令で定めるもの」と
定義されているが，アメリカの精神障害診断統計
マニュアル第 5 版 DSM-5 では，自閉症やアスペ
ルガー症候群という用語が消滅し，すべて ASD

（Autism Spectrum Disorder）に統一されることと
なり，学習障害も限局性学習症，注意欠陥多動性
障害も注意欠如多動症と，障害という用語が使用
されなくなってきている（我が国の DSM-5 翻訳版
では併記されている）。よって，本報告では，紛ら
わしさを避けるため LD，ADHD，ASD で統一
する。

さて，先ほどの 6.5％の内わけは，LD 4.5%，
ADHD3.1%，ASD1.1%（重複あり）となっており，
ASD が最も少ない数値を示している。

しかしながら，障害者職業総合センターが行っ
た「発達障害者の職業生活への満足度と職場の実
態に関する調査研究」では，LD，ADHD に比べ
圧倒的に ASD 者の占める割合が 86％と高くなっ
ている（高齢 ･ 障害 ･ 求職者雇用支援機構 2015）。
これは，日本学生支援機構による大学に在学する
発達障害学生も LD152 人，ADHD457 人に対し
ASD が 2019 人と 80％近くを示しており（日本学
生支援機構 2016），成人期の発達障害者の中心は
ASD であるといっていいであろう。

このことは，小中学校に在籍している発達障害
児童生徒と成人になった発達障害者の抱える問題
の違いを示しているものと考えられる。

Ⅱ　発達障害者の就労上の課題

１　発達障害の特性と就労課題

発達障害の特性は LD，ADHD，ASD によっ
て異なる。読み ･ 書き ･ 計算が困難な LD（限局
性学習症・学習障害），不注意 ･ 多動 ･ 衝動性の強
い ADHD（注意欠如多動症・注意欠陥多動性障害），
対人関係 ･ コミュニケーションがうまくできず，
こだわりの強い ASD（自閉スペクトラム症 ･ 自閉
症スペクトラム障害）などが存在する。

就労の課題に絞って考えると，読み・書き・計
算の苦手な LD 者の場合は，知的障害者とは異な
り，特別支援学校に進学せずに通常の小・中・高

校を卒業しているため，就職した企業の同僚上司
からは，一般的に常識と言われる読み ･ 書き ･ 計
算はできると思われてしまう。しかしながら，ア
ルファベットの小文字の「b」と「d」のような
鏡文字が混乱し，文章が読めない，簡単な足し算
ができないなど状況から，職場の中で仕事ができ
ないといわれ，居づらくなって離職というパター
ンが考えられる。

とりわけ，少子化の影響で多くの LD 者は高校，
場合によっては大学にも進学する者もいるため，
より高度な仕事を求められることも存在する。
ADHD 者に関して就労上もっとも大きな問題は
多動や衝動性よりも不注意な側面である。ワーキ
ングメモリの弱さから，やらなければならないこ
とを忘れてしまう，不注意からミスを生じてしま
うなどが就労上の大きな問題となっている。

しかし，LD，ADHD に比べ，最も課題が多い
発達障害者は ASD である。ASD 者の中には高
学歴でパソコンや機械類の操作などに長けている
者も多いが，コミュニケーションがうまくとれな
いため，就職面接で面接官の意図と異なる答をし
てしまうことがある。また，就職したとしても同
僚・上司との対人関係でつまずき，定着できずに
離職を繰り返す者も多い。先に述べた障害者職業
総合センター研究および日本学生支援機構が行っ
た調査にも見られるように，発達障害といって
もアスペルガー症候群を中心とする ASD が，就
労支援で最も大きな課題を所有している（高齢・
障害・求職者雇用支援機構 2015；日本学生支援機構 
2016）。

ASD 者の就労上の最も大きな課題は，コミュ
ニケーションを含む対人関係である。地域障害者
職業センターを中心とする障害者の就労支援機関
では，最初にインテーク面接を行い，クライエン
トの主訴を把握しなければならない。ところが，
傾聴的カウンセリングでは，一方的にしゃべり続
けてしまう高機能 ASD 者がいる。また，自己理
解ができていないため，仕事に対する客観的な選
択が困難な事例も多い。さらに，就労アセスメン
トにおいても従来の職業適性を把握するだけで
は，適切なジョブマッチングが行えない。

就職だけではなく，就職後離職する発達障害者
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も多いため，職場定着支援においても検討する必
要がある。

２　ASDに特化した就労上の課題

高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施してい
る障害者を雇用した際にどのように職場を改善し
たかの「職場改善好事例集（発達障害者版）」によ
ると，発達障害者を雇用してから生じた課題に表
1 のような課題が提起された（高齢・障害・求職者
雇用支援機構 2013）。

表 1 から，文字の「読み書きができない」や「多
動である」といった問題はなく，すべてが ASD
によく見られる特性から生じた問題が多いことが
わかる。

従来の就労支援においては，職業適性の中心に

職業能力が置かれていたが，仕事に就く上で必要
な要素はその仕事ができるかどうかの能力だけで
はなく，その仕事に興味関心があるか，そしてそ
の仕事にあった性格傾向や行動傾向，それに何よ
り，その仕事に対する価値観なども検討されなけ
ればならない。そういったことがなされないと，
たとえ就職したとしても離職者が多くなってしま
うのである。

表 2 は発達障害者の離職理由である。
表 2 の離職理由の中で，「簡単な作業ができな

かった」「仕事の技術面で追いつかなかった」「仕
事をするのが遅いので向かなかった」など仕事そ
のものができないことであった。この仕事そのも
のの能力のことを，職業リハビリテーションでは

「ハードスキル」と呼んでいる。ハードスキルと

表１　発達障害者を雇用して生じた問題

表 2　発達障害者の離職理由

上司や同僚が言ったことが理解できない
相手にうまく伝えることができない
好ましくない言語表現を表し，相手を不快な思いにさせてしまう
曖昧な言動は理解できない
相手の気持ちを無視して自分の好きなことだけをしゃべり続ける
自分勝手な行動をしてしまって，周りから嫌がられる
感情的になりやすく，かんしゃくを起こす
場の空気が読めない人たちが多いため，人間関係に支障を来してしまう

仕事がつまらなかった
人間関係で問題を抱えた
雇用主に自分の障害を理解してもらえなかった
普通の人の感覚を身につけさせようとされ精神的なダメージを受けた

「障害など関係ない，努力してなおせ」と言われ重圧になった
会社でいじめを受けた
会社の業務，人間関係が出来なかった
仕事をするのが遅いので向かなかった
自分に合わない仕事だった
仕事の技術面で追いつかなかった
人より時間がかかった
簡単な作業が出来なかった
期待に応えようと頑張ったが疲れた
人間関係のややこしさ，指示の多さにパニックを引き起こした
自分の能力では手に負えなかった
自分のペースで働けなかった
リストラにあった
ストレスと体力的に続かなかった
仕事のレベルアップができなかった
いじめにあったり，無視されたりした 

出所：梅永（2004）
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「自分に合わない仕事だった」などは，適切なジョ
ブマッチングがなされていなかったことが，モチ
ベーションが続かず離職につながったのである。
この対人関係スキルや仕事に対するモチベーショ
ンなど仕事に直結しないが日常生活能力や対人関
係など就労生活に間接的に関連するスキルのこと
をハードスキルに対して「ソフトスキル」と呼ん
でいる。

具体的には，表 3 に示すようなものがソフトス
キルと考えられる。

は，機械操作やタイピング，コンピュータープロ
グラミング，外国語の習得など仕事そのものの能
力のことを言う。

一方，離職理由の「人間関係で問題を抱えた」
「雇用主に自分の障害を理解してもらえなかった」
「普通の人の感覚を身につけさせようとされ精神
的なダメージを受けた」「人間関係のややこしさ
にパニックを引き起こした」などは，仕事ができ
ないから離職したのではなく，対人関係がうまく
いかなかったのである。また，「仕事がつまらな
かった」や「ストレスと体力的に続かなかった」

表 3　就労に関連するソフトスキルとは
1．身だしなみ

（1）職場にマッチした適切な服装をする（季節感も意識する）
（2）従事する職種に合った適切な長さの髪の毛，髪の毛の色にする
（3）髭をそっている
（4）毎日入浴している（体臭予防のため）
（5）歯を磨いている（口臭予防のため）
（6）爪を切っている

2．時間の管理
（1）遅刻をせずに出勤する
（2）昼休みの時間を守り時間前に持ち場に戻る

3．余暇の使い方
（1）お昼休みに適切な余暇を取る

（新聞や雑誌を読む，音楽を聴く，短時間のゲームなどの趣味，コーヒーを飲む，仮眠する，同僚と会話をする，体操や散歩
などの運動をする，その他）

（2）一日の仕事が終わったあとの余暇を楽しむ
（自宅でテレビや DVD・ビデオを見る，本を読む，ゲームをする，音楽を聴く。自宅外でスポーツクラブに行く，習いものをする，
友人と会う，カラオケに行く，食事をしたりお酒を飲みに行く，その他）

（3）一週間のうち，週末の余暇を楽しむ
（自宅でテレビや DVD を見る，ゲームをする，音楽を聴く。自宅外でスポーツクラブに行く，習いものをする，友人と会う，
カラオケに行く，映画やコンサートに行く，スポーツをする，食事をしたりお酒を飲みに行く，その他）

（4）一カ月およびそれ以上の期間における余暇を楽しむ
（旅行に行くなど）

4．日常的な家事労働を行う
（1）買い物

（食品および日常生活に必要な買い物をする）
（2）炊事

（調理をする，食器を洗う，片づける）
（3）洗濯

（洗濯機を使う，洗濯物を干す，洗濯物を取り入れ片付ける）
（4）掃除をする

（部屋の片づけを行う）
（掃除機をかける，テーブルや棚，窓などを拭く）

5．対人関係（チームワーク），コミュニケーション
（1）職場に来た時の「おはようございます」，職場を出る際の「失礼します」の挨拶を行う
（2）職場内で上司・同僚とすれ違った際にお辞儀をする，あるいは「お疲れ様」などの挨拶をする
（3）職場で一緒に働く同僚・上司に不快感を与えないような言葉遣いを行う（敬語なども含む）
（4）行わなければならない仕事を確認する
（5）ミスをしたら素直に謝る
（6）わからないことは質問する
（7）お礼を言う
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過去 40 年間 ASD 者の就労支援を行ってきた
米国ノースカロライナ州 TEACCH プログラムの
援助つき就労（Supported Employment）部門では，
ASD 者の離職理由の 8 割以上がハードスキルで
はなく，ソフトスキルの問題だったと報告されて
いる。

また，Hendricks（2009）によると，50～75％
の ASD 者は失業中であり，ASD 者の就労にお
ける障害は，二次障害としてうつや不安，そうう
つなどの精神疾患があり，てんかんを持っている
者も 3 分の 1 存在し，精神的身体的問題が就労を
阻害している要因であると述べている。Schaller 
and Yang（2015） も，2001 年 の RSA に お け る
815 人の ASD 調査では二次障害のない人が就労
に成功していると述べているように二次障害も就
労を阻害する大きな要因となっている。

そして，実際に ASD に特化した有効な職業リ
ハビリテーションサービスが実施されていないこ
とも大きな課題であろう（Müller et al. 2003）。

Ⅲ　アスペルガー症候群等の ASD 者に
対する具体的就労支援対策

１　我が国における発達障害者の就労支援制度

平成 17 年 4 月に施行された発達障害者支援法
により，発達障害者に対してもさまざまな就労支
援制度が発足した。以下に発達障害者に特化した
就労支援制度を示す。

（1）障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度
障害者の就労において，企業主はある一定以上

の障害者を雇用しなければならないという「障害

者雇用率制度」がある。その対象者は身体障害者，
知的障害者，精神障害者の 3 障害であり，基本的
に発達障害者は含まれていない。それは，発達障
害者が発達障害者支援法で障害者として認められ
たとしても，他の 3 障害のように発達障害者手帳
という証明書がないからである。そのため，LD
者の場合は知的なレベルによっては療育手帳や地
域障害者職業センターの「労働上の知的障害者の
判定書」を取得し，知的障害者として就職する者
も多い。しかし，知的に高いアスペルガー症候群
などの ASD 者は療育手帳の取得が困難なため，

「精神障害者保健福祉手帳」を取得し，雇用率の
対象者としてカウントされる。　

法定雇用率は年々見直しがされており，2018
年には 2.3％に改定される予定であるが，2017 年
4 月 1 日段階では，2.0% となっている。すなわち，
1000 人の従業員が働いている企業では，基本的
に 20 人以上の障害者を雇用しなければならない
ことになる。この雇用率を達成するために親会社
が特例子会社という子会社を設立し，その特例子
会社で働いている労働者を親会社に雇用されてい
るものとみなして，実雇用率を算定できることと
している。この特例子会社制度は，障害者の雇用
機会が拡大されるだけではなく，障害者に配慮さ
れた職場環境の中で，障害者個々人の能力を発揮
できるというメリットがあるため，今後発達障害
者のための特例子会社が設立されることを期待し
たい。

上記の障害者雇用率を達成していない企業，い
わゆる未達成企業に対し，障害者雇用率に相当す
る数に達するまで障害者を雇用していない企業に
対して国は納付金を徴収することにしている。こ
れは，障害者を雇用する場合には，作業設備や職

（8）トイレなどに行かなければならない場合は許可を得る
（9）やむをえず遅刻や欠勤をする場合には連絡を入れる
（10）職場のマナーやルールに従う

6．金銭管理
（1）無駄遣いをしない
（2）貯金をする
（3）高額なものは計画的に購入する　

7．その他
忍耐性，柔軟性，意欲，など

出所：梅永（2015）
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場環境を改善し，特別な雇用管理や能力開発等に
経済的負担がかかることが多く，すべての企業に
平等に経済的負担のバランスを取るために設定さ
れた制度である。

障害者雇用納付金は 1 人当たり月額 5 万円と
なっているが，常用労働者数 101 人以上の企業が
対象となっている。

逆に障害者を雇用率以上に雇用している企業に
対しては，常時雇用している労働者数が 100 人を
超える事業主で障害者雇用率（2.0%）を超えて障
害者を雇用している場合は，その超えて雇用して
いる障害者数に応じて 1 人につき月額 2 万 7000
円の障害者雇用調整金が支給され，常時雇用して
いる労働者数が 100 人以下の事業主で，各月の雇
用障害者数の年度間合計数が一定数（各月の常時
雇用している労働者数の 4 ％の年度間合計数又は 72
人のいずれか多い数）を超えて障害者を雇用して
いる場合は，その一定数を超えて雇用している障
害者の人数に 2 万 1000 円を乗じて得た額の報奨
金が支給される。

（2）職業リハビリテーションサービス
1）職業準備支援
高齢・障害・求職者雇用支援機構が全国 47 都

道府県に設置している地域障害者職業センターで
は，障害者個々のニーズに応じて，模擬的就労場
面を利用した作業，職業や就職に関する知識につ
いての講習などを活用し，基本的な労働習慣の体
得や社会的生活技能の向上など，就職，復職，職
場適応に向けた支援を実施している。

2）就労移行支援事業
就労移行支援事業は，企業就労を希望する 65

歳未満の障害者や技術を習得し在宅で就労・起業
を希望する障害者を対象に，一定期間にわたる計
画的なプログラムに基づき，事業所内や企業にお
ける作業を実施している事業である。移行支援事
業所のスタッフは，障害者の適性に合った職場探
しや就労後の職場定着のための支援を行い，就労
に必要な知識及び能力の向上，企業等とのマッチ
ング等を図り，企業等への雇用や在宅就労等に結
びつけることを目的としており，標準的な支援期
間は 24カ月で，障害者と事業者は雇用契約を結

ばない。
3）職場適応訓練
実際の企業で行う実地訓練であり，期間は 6 カ

月間（中小企業の場合は 1 年間）となっている。訓
練終了後は引き続きその職場で雇用してもらうこ
とを目的としている訓練である。訓練期間中には
訓練生に対して訓練手当てが支給される。

4）公共職業訓練
障害の特性に応じた訓練が障害者職業能力開発

校というところで実施されている。国立，公立の
開発校は全国に 19 校しか設置されていない。こ
のほかに民間の職業能力開発施設が 22 箇所設置
されており，これらを含めると合計 41 箇所とな
る。

（3）発達障害者に特化した就労支援
1）若年コミュニケーション能力要支援者就職

プログラム
発達障害者の中には，いまだ発達障害であるこ

とをカミングアウトせずに定型発達者として就労
したいという者も多い。しかしながら，何らかの
支援が必要なため一般相談窓口で相談・支援を
行う際に就職支援ナビゲーターという職種を配置
しているハローワークがある。この就職支援ナビ
ゲーターはマンツーマンで個別支援を行うため，
障害を隠して就労したい人たちにも対応可能であ
る。具体的にはカウンセリング，求人開拓，面接・
同行，事業所見学，対人技能トレーニングなどが
行われる。

一方，障害をオープンにして就職したいという
発達障害者のためには，ハローワークの障害者専
門窓口での相談・支援を受けることができ，その
後地域障害者職業センター等の就労支援機関等と
の連携による支援がなされる。

いずれにおいてもハローワークの発達障害者専
門指導官による指導・助言を受けることができ
る。

2）発達障害者雇用開発助成金
いわゆる「発開金」といわれるもので，自閉症，

アスペルガー症候群等の ASD，LD，ADHD 等
の発達障害者を雇い入れた事業主に対し，賃金の
一部を助成する制度である。雇い入れから約 6 カ
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月後にハローワーク職員等が職場訪問を行う。大
企業の場合は 1 年間 50 万円（短時間就労 30 万円），
中小企業の場合は 2 年間にわたって 120 万円（短
時間就労 80 万円）が支給される。 

3）発達障害者を対象とした職業訓練 
この職業訓練には 2 コースが設置されている。

「知識・技能習得訓練コース」は 3 カ月以内で，
専門学校・各種学校等の民間教育機関，障害者に
対する支援実績のある社会福祉法人，障害者を支
援する目的で設立された NPO 法人等を委託先と
して基礎的な知識・技能を習得するものである。 

もう一つの「実践能力習得訓練コース」は期間
が 1 カ月～ 3 カ月であり，企業を委託先とし，事
業所を活用した実践的職業訓練であり，訓練終了
後はそのままその企業で就職をめざすものであ
る。委託料は受講生 1 名につき月 6 万円が支払わ
れる。 

4）発達障害者の就労支援者育成事業 
この事業では，発達障害者に対する就労支援の

知識の付与を行うための「就労支援関係者講習」
や在職中の発達障害者と就労支援者が求職中の発
達障害者にアドバイスを行う「体験交流会」，実
際に事業所において行われる短期の職場実習であ
る「体験型啓発周知事業」などが実施される。と
りわけ，体験型啓発周知事業は 10 日間程度の実
習を通して発達障害者の雇用経験がない事業主に
対して，理解・啓発・雇用促進を目的として行わ
れるものであり，今後期待できる事業の一つであ
る。

2　ASD者に特化した就労支援の必要性

（1）支援者の専門性
アスペルガー症候群者のような ASD 者はコ

ミュニケーション，対人関係に困難を抱えている
ため，職場の同僚・上司から誤解されることも多
く，障害特性の理解を得ることが難しい。

よって，彼らの就労および職場定着を図るため
には，当事者と企業との橋渡しとなる就労支援者
の役割が大きく影響する。障害者の就労支援はこ
こ 10 年で大きく変化を示し，先に述べたように
発達障害者の就労支援においても様々な支援制度
が制定されている。

ただ，現在における障害者の就労支援担当者は
主に知的障害者の就労支援を担当しているものが
多い。知的障害者の就労支援には，彼らが遂行可
能な職種，職務を選定し，実際に行う作業指導に
ついては，作業内容を理解しやすいように視覚化
するなどの直接的な支援が功を奏している（梅永 
2009，2010）。しかしながら，発達障害者の中に
はレベルの高い職務に就く（あるいはすでに就い
ている）者も多い。高機能自閉症当事者でコロラ
ド大学教授でもある Grandin（2004）は，高機能
自閉症・アスペルガー症候群者の職種として，芸
術家，コンピューター・プログラマー，翻訳者，
研究者，グラフィックアートのデザイナーなど人
との接触は少ないものの，一人で行う専門的な職
務が適していると述べている。そのため，従来の
知的障害者に対する就労支援のように作業指導の
みでの支援とは異なる支援が必要とされる。

（2）ASD 者の職場定着において必要なこと
梅永（2015）によると，発達障害者の就労上の

課題は，発達障害者の特性に合った適切なジョブ
マッチングがなされていないこと，職場での合理
的配慮がなされていないこと，発達障害者が働く
職場での同僚や上司に発達障害の特性が理解され
ていないということである（梅永 2015）。

1）適切なジョブマッチング
適切なジョブマッチングを行うためには，アセ

スメントが必要である。しかしながら，発達障害
者に特化した就労アセスメントは少なく，従来の
職業アセスメントでは般化，応用が困難といわれ
る ASD 者には検査結果が必ずしも実際の職場で
適切に反映されるとは限らない。また，単にハー
ドスキルのみでは測りきれないソフトスキルのア
セスメントが必要である。このような問題を解決
するためには，実際の現場で行われるアセスメン
トが有効となる。

なぜ実際の現場でのアセスメントが重要なので
あろうか。従来の就労アセスメントの中でワーク
サンプルを行ったとしても，作業種目と実際の職
種が異なるため，より複雑な職務や作業スピード
を把握することができない。また，作業種だけは
なく，目に入る物，聞こえる音，匂い，室温など
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職場環境そのものが異なる。それに何より，実際
の企業には発達障害を知っているスタッフはほぼ
皆無と考えられる。

よって，実際の現場でのアセスメントを行うこ
とによって，様々な職種の体験が可能であり，そ
こで生じた課題と支援が具体的に示される。ま
た，構造化のアイデアを提供でき，ソフトスキル
の課題が明確になる。それらをまとめてサポート
ノートを作成し，職場の同僚・上司にどのように
接することが効果的かを説明することができる。

2）仕事を行う上での合理的配慮
あるアスペルガー症候群の診断を受けた発達障

害者が，定型発達の人が液体とすると自閉症スペ
クトラムの人は固形であると述べている。液体は
容器によって形を変えることができるけれども，
固形はできない。丸い固形を四角い容器に無理に
入れようとすると壊れてしまう。よって，器を変
える，なければその丸い固形に合うような容器を
作り出せばいいということである。これは，国連
障害者権利条約における「合理的配慮」にほかな
らない。

合理的配慮も ASD 者に特化したものとなる。
フォローアップシートを作成し，ハードスキル，
ソフトスキルの両側面において表 4 のような配慮
が有効である。

3）職場の同僚 ･ 上司に対する理解啓発支援
a）就労支援機関の利用
就労支援機関には，ハローワークや地域障害者

職業センターだけではなく，障害者雇用支援セン
ター，就業・生活支援センター，発達障害者支援
センター，就労支援センターなど様々な機関で支
援されるようになってきている。よって，発達障
害者と企業をつなぐ就労支援機関の利用は今後の
就労に有効な手段となろう。そこでの専門家は，
ジョブコーチならぬジョブコーディネーターとし
て企業に出向き，発達障害の特性を説明すること
が可能である。その後，発達障害者個人の特性と
職場での合理的配慮の内容などを説明し，何か課
題があった際の相談等を含め，発達障害者の就労
支援におけるコンサルテーションを行うことに
よって，企業の負担が軽減できる。

b）企業の人事担当者の研修
毎年 9 月に障害者雇用促進月間として，企業に

対する障害者の雇用促進に対する様々な試みが行
われている。その際に，ハローワークや地域障害
者職業センターなどで障害者雇用未達成の企業に
対する雇用促進活動が行われている。その際，人
事担当者に発達障害者の理解・啓発のための研修
を開き，できうれば実習を受け入れるシステムを
構築することが望まれる。

c）職場実習の導入
発達障害者の就労支援制度の一つに，先に述べ

た「発達障害者の就労支援者育成事業」というも
のがある。この中の「体験型啓発周知事業」とは，
実際に事業所において行われる短期の職場実習の
ことであり，これは発達障害者の職場体験といっ

表４　ASD者に特化した合理的配慮の例
１．ハードスキルの側面

・会議中ノートパソコンの使用，会議資料の事前確認
・優先順位を確認するための同僚上司との相談
・職務や手順に関する（口頭ではない）書面での指示
・ストレスを感じたとき，休憩をとるという許可
・場合によっては，管理職から技術職への転換
・静かな仕事場への移動，騒音をさえぎるためのヘッドフォンの使用
2．ソフトスキルの側面

・仕事以外の付き合い（飲み会など）の参加困難性の理解
・相談時間を設ける（予防就労支援）
・口頭でのコミュニケーションにこだわらない
・職場の対人関係については，マナーやルールのようなかたちで指導する
・家族の協力を得る
・柔軟な勤務形態から始める
・支援機関を利用する
・職員全体に発達障害の研修を実施する
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た意味だけではなく，発達障害者の雇用経験がな
い事業主に対して，理解・啓発・雇用促進を目的
として行われるものである。期間はわずか 10 日
間程度の実習であるが，企業に発達障害者の特性
を理解させるためには非常に有効な事業の一つで
ある。

以上のように，発達障害者の就労を成功に導く
ためには，職業体験における発達障害児のライフ
スキル（就労におけるソフトスキルを含む）の指導
と企業や支援者側の発達障害者に対する理解とい
う双方向の支援体制を構築することが望まれる。

以上のような高機能 ASD 者に対する就労支援
対策において，最初に支援者がかかわる職業リハ
ビリテーションサービスの段階は，クライエント
に対するカウンセリングである。

4）ASD 者に有効な職業カウンセリングによる
アセスメント

ASD 者に職業カウンセリングを行う際に，実
際の仕事をよく知らない割には理想が高い場合が
あり，また傾聴的カウンセリングでは一方的に
しゃべり続けるといった状況となることがある。
さらに，従来の職業アセスメントでは，知能検査
を行っても IQ は高い数値を示し，厚生労働省編
の一般職業適性検査である GATB ではすべてに

適職であると示されるケースも多い。
よって，Bissonnette（2015）は表 5 のような

チェックリストを用いた職業カウンセリングを推
奨している。

表 5 のようなチェックリストを使用することで
自己理解が進み，スムーズな就労支援が進んだ報
告もある（井口・梅永・遠藤 2016）。

このようなカウンセリングにおいて確認すべき
内容としては，表 6 のように自覚している就労上
の課題（過去に指摘された問題も含む）の整理を行
うことができる。

表 6 の内容は自覚していない場合は，同僚・上
司・家族等に言われたことがある内容でもかまわ
ない。

5）ワークシートによる職業ガイダンス
仕事を探すための職業ガイダンスも ASD 者に

特化した方法が必要となる。
表 7 は，そのガイダンスの一部である。仕事の

内容を一人で読ませるのではなく，一緒に読みな
がら，確認することによって職務内容の理解を促
すことができる。

6）フォローアップ
職業カウンセリング，職業ガイダンス，現場実

習による職業アセスメント，適職マッチングを経

表５　ASDのための職業カウンセリングチェックリスト

1．仕事では，どの程度の構造化が必要ですか？
・多くの構造化が必要である
・何を，いつ，どのようにしたらよいかがわからないことがあるため必要に応じて構造化

してもらえると助かる
・自分で予定を立てることが困難なため，職務の優先順位については指示をしてほしい
2．人とのかかわりはどのレベルであれば大丈夫ですか？
・人とのかかわりが全くなく，1 人で働く職場がいい
・できるだけ，人とのかかわりは最小限にしてほしい
・人とのかかわりがあっても大丈夫だが，大勢の人の中で働くのは疲れる
3．働く場所はどのようなところがいいですか？
・屋内で働きたい
・屋外で働きたい
・どちらでも構わない
4．どのような仕事が好きですか？
・パソコンを使った仕事
・動物と関わる仕事
・数字などを扱う仕事
・機械操作の仕事
・その他
5．あなたにとって仕事を選ぶ際に，ほかに重要な基準は何ですか？

出所：Bissonette. B.（2015）



日本労働研究雑誌66

てめでたく就労に結びついたらそれで終わりでは
ない。多くの発達障害者が離職・転職を繰り返
していることを考えると，職場定着のためのフォ
ローアップが大切となる。フォローアップは予防
就労支援といえよう。ASD 者の中には，年度が
変わった際の人事異動や同僚上司の退職，机の配
置の変化などで混乱を示し，それが仕事に影響を
与えてしまうこともある。よって，前もって先の
見通しをもてるような支援を行うことにより，安
心して仕事に取り組むことができるようになる。

Ⅳ　考　　察

発達障害者が成人期に適切な仕事に就くことが
できるためには，成人の段階からではなく，学校
教育の段階から将来の自立を考えた教育が必要で
ある。また，企業にはそれぞれの文化がある。と
りわけ般化・応用が困難といわれる発達障害者に
とっては，企業における職務とのジョブマッチン
グが大きなポイントとなるため，小さい時から
様々な企業において職場体験を行うことで仕事に

表６　自覚できている就労上の課題

表７　ワークシートによるガイダンス

１．会話について
・考えていることを思わず口にしてしまう
・意図はしていないが相手を怒らせてしまう
・ほかの人の話に割って入る
・単調な口調で話す傾向がある
・声が大きすぎる，顔が近すぎる
・集団での会話はついていけない
・言葉を文字通りに受け取り，指示／期待を誤解する
・言語による情報の処理が遅い
・適切なアイコンタクトをとるのが難しい
・何を言うべきか／どう行動するべきかがわからない

2．仕事について
・すぐに気が散ってしまう
・取りかかり方／手順がよくわからない
・仕事が遅い
・優先順位をつけるのが難しい
・選択肢を考えるのが難しい
・同時処理ができない（聞きながら書く，相手を見ながら話を聞く）
・作業中に中断されると，再び集中するのが難しい
・少ない情報に基づき，衝動的に行動してしまう

3．時間の管理
・作業の予定を立てることができない
・作業にどのくらいの時間をかけるべきかがわからない
・作業にどれくらいの時間がかかるかがわからない
・時間を守ること，期限を守ることが困難である

仕事／職業の理解
1．「何をするのか」の解説を読みましょう。

おもな職務は何ですか？
この仕事では，どのような種類の機器や技術が必要ですか？
どのようなタイプの企業が，この分野で人を雇っていますか？

2．「職場環境」の解説を読みましょう。
職場環境はどのように説明されていますか？
残業や休日出勤は見込まれていますか？
この環境の下で，うまく働けると思いますか？

出所：Bissonette. B.（2015）

出所：Bissonette. B.（2015）
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対する興味もわいてくる。さらに，仕事をしてい
く上でのハードスキルやソフトスキルの課題が明
確になり，その課題を修正すべく学校で教育目標
を設定することができる。その結果，将来適切な
ジョブマッチングにつなげていくことができる。

現在中学校の段階で職場体験学習，高校や大学
で職場研修学習（インターンシップ）のような実
際の仕事を経験することがあるが，発達障害児童
生徒にとっては，実際の現場で直面する課題が
明確になるから，この職業体験は極めて有益であ
る。その明確な課題をどのように獲得していくか
について指導目標を設定し，将来の社会参加に必
要なスキルを学校で指導することができる。

近年，発達障害児者と関わる専門家として臨床
心理士や臨床発達心理士などの資格制度を耳にす
るようになってきている。臨床家（clinician）とは，
床に臨むという字からも推測できるようにもと
もと医学の分野で使われていた用語であろうか，
ネットの辞書では「患者のケアを行う医療従事者
のこと」とされている。しかしながら，先に述べ
た資格から心理臨床家のイメージが強い。これら
以外にも S.E.N.S（特別支援教育士），自閉症スペ
クトラム支援士，行動療法士，感覚統合訓練士，
学校心理士など発達障害のある子どもや大人と関
わる専門家の資格が目白押しになってきている。

このような資格を持った専門家は実際に発達障
害児者と関わり，彼らが抱える問題を改善しよう
としている。

そういった意味では医療や心理の領域だけでは
なく，教育の分野における教師や福祉分野の支援
員，就労支援の分野でのジョブコーチなどの専門

家も臨床家といっていいであろう。
しかしながら，このような臨床家と呼ばれる人

たちは，発達障害児者を教育しよう，訓練しよう，
定型発達の人に近づけよう，つまり変えようとし
すぎなのではなかろうか。彼らは教育や訓練，あ
るいは治療によって定型発達の人になれることは
ない。

本当の臨床家は発達障害児者が「幸せな生活を
送れるように支援すること」なのだと考える。

つまり，大人になって職業的自立を果たし，余
暇を楽しみ，トラブルのない日常生活を過ごすこ
ともその一つである。

発達障害者の就労の問題が仕事そのものの能力
であるハードスキルよりは日常生活や余暇などの
ソフトスキルの問題がはるかに大きいということ
は，ソフトスキルのベースとなっている日常生活
で必要とされるスキル，いわゆるライフスキルの
支援が必要なのだと考える。図１にハードスキ
ル，ソフトスキル，ライフスキルの関係性を示す。

知的障害者の就労については，一人で職探しや
適切なジョブマッチング，職業能力などが把握で
きないため，障害者職業カウンセラーやジョブ
コーチなどの支援を受けることによって，職業自
立を果たしている人たちが数多く存在する。

しかしながら，発達障害者の場合，ソフトスキ
ルの問題が主要な離職理由となっているように，
仕事そのものよりも職業生活を営む前段階でのラ
イフスキルが十分に獲得できていないことが課題
となっている。よって，仕事に就く上での就労支
援者と同様に，生活していく上での生活支援者も
必要である。そこで，発達障害者が，日々生活し

図１　ハードスキル，ソフトスキルとライフスキルの関連

 

職務の遂行
（ハードスキル）

日常生活の遂行

（ライフスキル）

職業生活遂行

（ソフトスキル）
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ていく上でどのような課題に直面し，どのような
支援が必要かなどのアセスメントを行い，支援プ
ログラムを検討する専門家が必要になる。このよ
うな専門家は発達障害に対する知識はもちろんの
こと，彼らの居住する地域を十分に理解し対応し
ていかなければならない。よって，高度な専門的
知識を必要とするライフスキルカウンセラー（仮
称）のような専門家が必要となる。さらに，就労
支援において，障害者職業カウンセラーの指導の
もとに実践的支援を行うジョブコーチがいるよう
に，ライフスキルカウンセラーの指導のもと，生
活支援において実際に関わるライフスキルサポー
ター（仮称）が存在することにより，身だしなみ，
睡眠，起床，余暇活動，対人関係などの支援を受
けることができるような支援体制が構築されるよ
うになれば発達障害者の社会参加が促進されるの
ではなかろうか。

発達障害者に対する支援はある時期だけ集中的に
行えばいいのではなく，ある意味一生涯必要である。

ライフスキルカウンセラーやライフスキルサ
ポーターといった専門職が存在することにより，
就労や成人生活を維持していくうえで必要なソフ
トスキルの面での支援を受けることができるよう
になり，援助つき自立（Supported Independence）
が図れるものと考える。

就労支援の専門家もライフスキルの支援者も，
発達障害者を変えようとするのではなく，彼らの
周りの環境を彼らに合った，生きやすいように構
築する，いわゆる「合理的な配慮」を行うような
サポートこそ真の臨床家と言えるものと考える

（梅永 2017）。
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